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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置であって、
　画像データを取得する画像データ取得手段と、
　前記画像データ取得手段によって取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断手段と、
　前記印刷枚数判断手段によって印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の被印
刷媒体がページ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成され
る端部集合面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記
所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段とを備え、
　前記印刷データ作成手段は、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするため
の図形であり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に
形成する印刷データを作成する管理図形データ作成手段を含み、
　前記印刷データ作成装置は、前記管理図形のパターンを、管理図形と共に被印刷媒体に
印刷される情報に関連付けて記憶する管理図形パターン記憶手段をさらに備えたことを特
徴とする印刷データ作成装置。
【請求項２】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置であって、
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　画像データを取得する画像データ取得手段と、
　前記画像データ取得手段によって取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断手段と、
　前記印刷枚数判断手段によって印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の被印
刷媒体がページ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成され
る端部集合面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記
所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段とを備え、
　前記印刷データ作成手段は、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするため
の図形であり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に
形成する印刷データを作成する管理図形データ作成手段を含み、
　前記端部集合面に形成される前記管理図形は太さが均一な直線であり、
　前記管理図形データ作成手段は、印刷データを作成する毎に、被印刷媒体の端部に沿う
方向における前記管理図形の各構成部分の幅、最初のページの被印刷媒体において前記構
成部分が印刷される位置、及び最後のページの被印刷媒体において前記構成部分が印刷さ
れる位置の少なくともいずれかが互いに異なる印刷データを作成することを特徴とする印
刷データ作成装置。
【請求項３】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置であって、
　画像データを取得する画像データ取得手段と、
　前記画像データ取得手段によって取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断手段と、
　前記画像データ取得手段によって取得された画像データが機密情報の画像データである
か否かを判断する機密情報判断手段と、
　前記印刷枚数判断手段によって印刷枚数が複数であると判断され、且つ前記機密情報判
断手段によって機密情報であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ順に重ね
られることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の図
形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構成部分を
印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段と
　を備えたことを特徴とする印刷データ作成装置。
【請求項４】
　前記印刷データ作成手段は、複数の被印刷媒体の抜き取りや紛失の確認を可能とするた
めに前記端部集合面に形成される抜き取り確認図形の構成部分を、被印刷媒体に沿う方向
における所定方向側の端と、隣り合うページの構成部分における前記所定方向とは反対側
の端とが一致する位置に印刷する印刷データを作成する抜き取り確認図形データ作成手段
を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の印刷データ作成装置。
【請求項５】
　前記抜き取り確認図形を形成する側の被印刷媒体の端部の長さを印刷枚数で割ることで
、前記抜き取り確認図形の各構成部分における、前記端部に沿う方向の幅を算出する構成
部分幅算出手段を備え、
　前記抜き取り確認図形データ作成手段は、
　最初のページの被印刷媒体には、前記端部における一方の角に前記抜き取り確認図形の
前記構成部分を必ず印刷する印刷データを作成すると共に、
　最後のページの被印刷媒体には、前記一方の角とは反対側の前記端部の角に前記抜き取
り確認図形の前記構成部分を必ず印刷する印刷データを作成することを特徴とする請求項
４に記載の印刷データ作成装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の印刷データ作成装置と、
　前記印刷データ作成装置によって作成された印刷データの印刷を行う印刷手段とを備え
たことを特徴とする印刷装置。
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【請求項７】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置で用いられる印刷データ作成プログラムであって、
　画像データを取得する画像データ取得ステップと、
　前記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか
否かを判断する印刷枚数判断ステップと、
　前記印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の
被印刷媒体がページ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成
される端部集合面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に
前記所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成ステップと、
　被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするための図形であり、印刷データを
作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に形成する印刷データを、前記
印刷データ作成ステップにおいて作成する管理図形データ作成ステップと、
　前記管理図形のパターンを、管理図形と共に被印刷媒体に印刷される情報に関連付けて
記憶する管理図形パターン記憶ステップと
　を前記印刷データ作成装置のコントローラに実行させるための指示を含む印刷データ作
成プログラム。
【請求項８】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置で用いられる印刷データ作成プログラムであって、
　画像データを取得する画像データ取得ステップと、
　前記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか
否かを判断する印刷枚数判断ステップと、
　前記印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の
被印刷媒体がページ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成
される端部集合面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に
前記所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成ステップと、
　被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするための、太さが均一な直線図形で
あり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に形成する
印刷データを、前記印刷データ作成ステップにおいて作成する管理図形データ作成ステッ
プと
　を前記印刷データ作成装置のコントローラに実行させるための指示を含み、
　前記管理図形データ作成ステップにおいて、印刷データを作成する毎に、被印刷媒体の
端部に沿う方向における前記管理図形の各構成部分の幅、最初のページの被印刷媒体にお
いて前記構成部分が印刷される位置、及び最後のページの被印刷媒体において前記構成部
分が印刷される位置の少なくともいずれかが互いに異なる印刷データを作成する指示を行
うことを特徴とする印刷データ作成プログラム。
【請求項９】
　印刷装置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ
作成装置で用いられる印刷データ作成プログラムであって、
　画像データを取得する画像データ取得ステップと、
　前記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか
否かを判断する印刷枚数判断ステップと、
　前記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データが機密情報の画像データで
あるか否かを判断する機密情報判断ステップと、
　前記印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数であると判断され、且つ前記機密情
報判断ステップにおいて機密情報であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ
順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に
所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構
成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成ステップと
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　を前記印刷データ作成装置のコントローラに実行させるための指示を含む印刷データ作
成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の被印刷媒体に印刷された機密情報の抜き取りや複製の防止、及び機
密情報の管理を行うことを可能とする印刷データ作成装置、印刷装置、及び印刷データ作
成プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被印刷媒体に印刷された情報が機密情報であることを認識できるように、「社外
秘」や「ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌ」等の文字を被印刷媒体の一部に印刷することが行わ
れている。例えば、特許文献１に記載の印刷装置によると、被印刷媒体の表面に画像が透
けることなく、裏面に「社外秘」等の文字を印刷することができる。これにより、印刷さ
れている情報が機密情報であることを閲覧者に認識させて、機密情報が外部に流出する可
能性を低下させている。
【特許文献１】特開２００２－７９７０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような従来の印刷では、複数枚の被印刷媒体の中の一部の抜き取り
や紛失を容易に確認することができないという問題点があった。例えば、機密情報と共に
ページ数が印刷されている場合でも、被印刷媒体がページ順に全て揃っていることを確か
めなければ、抜き取りの確認を行うことができなかった。また、被印刷媒体がコピーされ
ると、コピーされた元の被印刷媒体と、コピーによって複製された複製物との区別が付け
難かったため、簡単にコピーが取られてしまうという問題点があった。さらに、印刷され
た機密情報毎に、誰がいつ印刷した情報であるかを管理することが困難であるという問題
点もあった。
【０００４】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、複数枚の被印刷媒体に印刷さ
れた情報の一部の抜き取りや紛失を容易に確認することを可能にすると共に、情報が印刷
された被印刷媒体の複製防止や情報の管理を行うことを可能とする印刷データ作成装置、
印刷装置、及び印刷データ作成プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に記載の印刷データ作成装置は、印刷装
置での印刷に用いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置
であって、画像データを取得する画像データ取得手段と、前記画像データ取得手段によっ
て取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否かを判断する印刷枚数判断手段と、
前記印刷枚数判断手段によって印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の被印刷
媒体がページ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される
端部集合面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所
定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段とを備え、前記
印刷データ作成手段は、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするための図形
であり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に形成す
る印刷データを作成する管理図形データ作成手段を含み、前記印刷データ作成装置は、前
記管理図形のパターンを、管理図形と共に被印刷媒体に印刷される情報に関連付けて記憶
する管理図形パターン記憶手段をさらに備えている。
　また、本発明の請求項２に記載の印刷データ作成装置は、印刷装置での印刷に用いられ
る印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置であって、画像データ
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を取得する画像データ取得手段と、前記画像データ取得手段によって取得された画像デー
タの印刷枚数が複数であるか否かを判断する印刷枚数判断手段と、前記印刷枚数判断手段
によって印刷枚数が複数であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ順に重ね
られることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の図
形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構成部分を
印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段とを備え、前記印刷データ作成手段は
、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とするための図形であり、印刷データを
作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合面に形成する印刷データを作成す
る管理図形データ作成手段を含み、前記端部集合面に形成される前記管理図形は太さが均
一な直線であり、前記管理図形データ作成手段は、印刷データを作成する毎に、被印刷媒
体の端部に沿う方向における前記管理図形の各構成部分の幅、最初のページの被印刷媒体
において前記構成部分が印刷される位置、及び最後のページの被印刷媒体において前記構
成部分が印刷される位置の少なくともいずれかが互いに異なる印刷データを作成すること
を特徴とする。
　また、本発明の請求項３に記載の印刷データ作成装置は、印刷装置での印刷に用いられ
る印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置であって、画像データ
を取得する画像データ取得手段と、前記画像データ取得手段によって取得された画像デー
タの印刷枚数が複数であるか否かを判断する印刷枚数判断手段と、前記画像データ取得手
段によって取得された画像データが機密情報の画像データであるか否かを判断する機密情
報判断手段と、前記印刷枚数判断手段によって印刷枚数が複数であると判断され、且つ前
記機密情報判断手段によって機密情報であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がペ
ージ順に重ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合
面に所定の図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形
の構成部分を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成手段とを備えている。
【０００６】
　また、本発明の請求項４に記載の印刷データ作成装置は、請求項１乃至３のいずれかに
記載の発明の構成に加え、前記印刷データ作成手段は、複数の被印刷媒体の抜き取りや紛
失の確認を可能とするために前記端部集合面に形成される抜き取り確認図形の構成部分を
、被印刷媒体に沿う方向における所定方向側の端と、隣り合うページの構成部分における
前記所定方向とは反対側の端とが一致する位置に印刷する印刷データを作成する抜き取り
確認図形データ作成手段を含むことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の請求項５に記載の印刷データ作成装置は、請求項４に記載の発明の構成
に加え、前記抜き取り確認図形を形成する側の被印刷媒体の端部の長さを印刷枚数で割る
ことで、前記抜き取り確認図形の各構成部分における、前記端部に沿う方向の幅を算出す
る構成部分幅算出手段を備え、前記抜き取り確認図形データ作成手段は、最初のページの
被印刷媒体には、前記端部における一方の角に前記抜き取り確認図形の前記構成部分を必
ず印刷する印刷データを作成すると共に、最後のページの被印刷媒体には、前記一方の角
とは反対側の前記端部の角に前記抜き取り確認図形の前記構成部分を必ず印刷する印刷デ
ータを作成することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の請求項６に記載の印刷装置は、請求項１乃至５のいずれかに記載の印刷
データ作成装置と、前記印刷データ作成装置によって作成された印刷データの印刷を行う
印刷手段とを備えている。
【００１３】
　また、本発明の請求項７に記載の印刷データ作成プログラムは、印刷装置での印刷に用
いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置で用いられる印
刷データ作成プログラムであって、画像データを取得する画像データ取得ステップと、前
記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断ステップと、前記印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数
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であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ順に重ねられることによって、前
記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の図形が形成されるように、
それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作
成する印刷データ作成ステップと、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とする
ための図形であり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理図形を前記端部集合
面に形成する印刷データを、前記印刷データ作成ステップにおいて作成する管理図形デー
タ作成ステップと、前記管理図形のパターンを、管理図形と共に被印刷媒体に印刷される
情報に関連付けて記憶する管理図形パターン記憶ステップとを前記印刷データ作成装置の
コントローラに実行させるための指示を含む。
　また、本発明の請求項８に記載の印刷データ作成プログラムは、印刷装置での印刷に用
いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置で用いられる印
刷データ作成プログラムであって、画像データを取得する画像データ取得ステップと、前
記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断ステップと、前記印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数
であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ順に重ねられることによって、前
記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の図形が形成されるように、
それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作
成する印刷データ作成ステップと、被印刷媒体に印刷されている情報の管理を可能とする
ための、太さが均一な直線図形であり、印刷データを作成する毎にパターンが異なる管理
図形を前記端部集合面に形成する印刷データを、前記印刷データ作成ステップにおいて作
成する管理図形データ作成ステップとを前記印刷データ作成装置のコントローラに実行さ
せるための指示を含み、前記管理図形データ作成ステップにおいて、印刷データを作成す
る毎に、被印刷媒体の端部に沿う方向における前記管理図形の各構成部分の幅、最初のペ
ージの被印刷媒体において前記構成部分が印刷される位置、及び最後のページの被印刷媒
体において前記構成部分が印刷される位置の少なくともいずれかが互いに異なる印刷デー
タを作成する指示を行うことを特徴とする。
　また、本発明の請求項９に記載の印刷データ作成プログラムは、印刷装置での印刷に用
いられる印刷データを画像データに基づいて作成する印刷データ作成装置で用いられる印
刷データ作成プログラムであって、画像データを取得する画像データ取得ステップと、前
記画像データ取得ステップにおいて取得された画像データの印刷枚数が複数であるか否か
を判断する印刷枚数判断ステップと、前記画像データ取得ステップにおいて取得された画
像データが機密情報の画像データであるか否かを判断する機密情報判断ステップと、前記
印刷枚数判断ステップにおいて印刷枚数が複数であると判断され、且つ前記機密情報判断
ステップにおいて機密情報であると判断された場合に、複数の被印刷媒体がページ順に重
ねられることによって、前記被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の
図形が形成されるように、それぞれの前記被印刷媒体の端部に前記所定の図形の構成部分
を印刷する印刷データを作成する印刷データ作成ステップとを前記印刷データ作成装置の
コントローラに実行させるための指示を含む。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の請求項１に記載の印刷データ作成装置によると、複数の被印刷媒体がページ順
に重ねられることによって、被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に所定の
図形が形成されるように、それぞれの被印刷媒体の端部に所定の図形の構成部分を印刷す
る印刷データを作成することができる。これにより、印刷が行われた複数の被印刷媒体を
ページ順に重ねると、表紙側を正面側とした場合の紙束の右側面側、左側面側、平面側、
及び底面側（本発明における「端部集合面」）の少なくともいずれかに所定の図形が形成
される。従って、印刷物の閲覧者は、この図形が正しく形成されているか否かを確認する
だけで、被印刷媒体の一部の抜き取りや紛失を容易に確認することができる。また、図形
の構成部分の印刷位置まで正確にコピーすることは困難であるため、図形が正しく形成さ
れているか否かを確認することで、その被印刷媒体が正規に印刷されたものであるか、コ
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ピーによる複製物であるかを判別することができる。また、印刷データを作成する毎に異
なるパターンの管理図形を形成する印刷データを作成することができる。従って、その被
印刷媒体への印刷を指示した人物や印刷時間、印刷場所等を管理図形に対応付けて、情報
を管理することができる。管理図形のパターンを、共に被印刷媒体に印刷される情報に関
連付けて記憶することができるため、管理図形のパターンを用いて情報を管理することが
できる。
　また、本発明の請求項２に記載の印刷データ作成装置によると、複数の被印刷媒体がペ
ージ順に重ねられることによって、被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に
所定の図形が形成されるように、それぞれの被印刷媒体の端部に所定の図形の構成部分を
印刷する印刷データを作成することができる。これにより、印刷が行われた複数の被印刷
媒体をページ順に重ねると、表紙側を正面側とした場合の紙束の右側面側、左側面側、平
面側、及び底面側（本発明における「端部集合面」）の少なくともいずれかに所定の図形
が形成される。従って、印刷物の閲覧者は、この図形が正しく形成されているか否かを確
認するだけで、被印刷媒体の一部の抜き取りや紛失を容易に確認することができる。また
、図形の構成部分の印刷位置まで正確にコピーすることは困難であるため、図形が正しく
形成されているか否かを確認することで、その被印刷媒体が正規に印刷されたものである
か、コピーによる複製物であるかを判別することができる。また、印刷データを作成する
毎に異なるパターンの管理図形を形成する印刷データを作成することができる。従って、
その被印刷媒体への印刷を指示した人物や印刷時間、印刷場所等を管理図形に対応付けて
、情報を管理することができる。印刷データを作成する毎に、被印刷媒体の端部に沿う方
向の構成部分の幅、最初のページでの構成部分の印刷位置、最後のページでの構成部分の
印刷位置の少なくともいずれかが互いに異なる印刷データを作成することができる。従っ
て、これらに基づいて管理図形を特定し、情報を管理することができる。
　また、本発明の請求項３に記載の印刷データ作成装置によると、複数の被印刷媒体がペ
ージ順に重ねられることによって、被印刷媒体の端部が集合して形成される端部集合面に
所定の図形が形成されるように、それぞれの被印刷媒体の端部に所定の図形の構成部分を
印刷する印刷データを作成することができる。これにより、印刷が行われた複数の被印刷
媒体をページ順に重ねると、表紙側を正面側とした場合の紙束の右側面側、左側面側、平
面側、及び底面側（本発明における「端部集合面」）の少なくともいずれかに所定の図形
が形成される。従って、印刷物の閲覧者は、この図形が正しく形成されているか否かを確
認するだけで、被印刷媒体の一部の抜き取りや紛失を容易に確認することができる。また
、図形の構成部分の印刷位置まで正確にコピーすることは困難であるため、図形が正しく
形成されているか否かを確認することで、その被印刷媒体が正規に印刷されたものである
か、コピーによる複製物であるかを判別することができる。また、印刷データ作成装置は
、画像データ取得手段によって取得された画像データが機密情報の画像データでなければ
、端部集合面に所定の図形を形成するための印刷データが作成されることはない。従って
、無駄な処理が行われることを防止し、被印刷媒体の抜き取りの確認や情報の管理等を行
う必要がある場合のみ、所定の図形を端部集合面に形成することができる。
【００１５】
　また、本発明の請求項４に記載の印刷データ作成装置は、請求項１乃至３のいずれかに
記載の発明の効果に加え、それぞれの被印刷媒体に印刷する抜き取り確認図形の構成部分
の所定方向側の端が、隣り合うページの構成部分における所定方向側とは反対側の端と一
致するように印刷データを作成することができる。すなわち、端部集合面では、各構成部
分が一定方向に順に連なって抜き取り確認図形を形成することとなる。これにより、複数
の被印刷媒体の一部が抜き取られていたり、紛失されていたり、ページ順に重ねられてい
なかったりすると、抜き取り確認図形の構成部分の端同士が一致しなくなる。従って、印
刷物の閲覧者は、抜き取り確認図形の構成部分の端同士が一致していることを確認するだ
けで、被印刷媒体の抜き取り、紛失、及びページ順の間違いがないことを容易に確認する
ことができる。
【００１６】
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　また、本発明の請求項５に記載の印刷データ作成装置は、請求項４に記載の発明の効果
に加え、抜き取り確認図形を構成する各構成部分の端部に沿う方向の幅が、端部の長さを
印刷枚数で割ることによって算出される。そして、端部集合面に形成される抜き取り確認
図形が、矩形となる端部集合面の対角線上に延びる直線となる。従って、印刷物の閲覧者
は、端部集合面の角に直線が掛かっていなければ、最初のページ又は最後のページが抜け
ていることを容易に認識することができる。また、直線の歪みや凹凸の存在がある場合に
は、ページの抜けや複製等の異常があることにすぐに気付くことができるため、抜き取り
確認図形が他の図形である場合よりも、容易に異常に気付くことができる。
【００２１】
　また、本発明の請求項６に記載の印刷装置は、請求項１乃至５のいずれかに記載の発明
の効果を有する印刷データを印刷することができる。
【００２２】
　また、本発明の請求項７乃至９の各々に記載の印刷データ作成プログラムは、コンピュ
ータに実行させることにより、請求項１乃至３の各々に記載の発明の効果を奏することが
できる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図１を参照して、
本実施の形態の印刷装置１の概略について説明する。図１は、本実施の形態の印刷装置１
のハードウェアブロック図である。
【００２４】
　印刷装置１は、コンピュータ装置２や、画像や文字からなる情報を表示する携帯型の端
末等のデバイスから画像データを受信し、受信した画像データに基づいて印刷データを作
成して、被印刷媒体である印刷用紙への印刷を実行する。ここで、印刷装置１は、複数の
印刷用紙がページ順に重ねられることによって、印刷用紙の端部が集合して形成される面
（以下、「端部集合面」という。）に所定の図形が形成されるように、それぞれの印刷用
紙の端部に所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成することができる。これに
より、画像データに含まれていた情報の内容と、所定の図形の構成部分とが印刷された印
刷用紙をページ順に重ねると、表紙側を正面側とした場合の右側面側に、印刷された情報
の管理を可能とするための管理図形３０（図４参照）が形成される。さらに、表紙側を正
面側とした場合の平面側には、印刷用紙の抜き取りや紛失の確認を容易とするための抜き
取り確認図形４０（図４参照）が形成される。
【００２５】
　尚、印刷装置１が受信する画像データには、画像や文字からなる情報の内容に加えて、
送信元のデバイスを識別するＩＤや印刷枚数等を示すデータが含まれている。そして、画
像データに含まれている情報の内容が機密情報であり、且つ印刷枚数が複数である場合に
は、印刷装置１は、送信元、印刷日時、印刷枚数、印刷用紙のサイズに応じて印刷データ
を作成する。これにより、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０を端部集合面に形成す
ることができるが、これらの詳細は図４及びフローチャートを参照して後述する。
【００２６】
　次に、図１乃至図３を参照して、印刷装置１のハードウェア構成について説明する。図
２は、ＲＡＭ１２の受信画像データ記憶エリア１２１の構成を示す模式図であり、図３は
、ＨＤＤ１３の管理図形パターンデータ記憶エリア１３１の構成を示す模式図である。
【００２７】
　図１に示すように、印刷装置１には、印刷装置１の制御を司るＣＰＵ１０が設けられて
いる。そして、このＣＰＵ１０には、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２、ハードディスク装置（Ｈ
ＤＤ）１３、電源スイッチ１４、入力部１５、表示部１６、印刷制御部１７、カウンタ１
８、及び外部通信Ｉ／Ｆ１９がバスを介して接続されている。ＲＡＭ１１には各種のデー
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タが一時的に記憶され、ＲＯＭ１２には印刷装置１を動作させるためのプログラム等が記
憶される。また、ＨＤＤ１３は各種情報を記憶し、電源スイッチ１４によって印刷装置１
の電源の入切が行われる。また、入力部１５は、ユーザによる各種入力を受け付けるボタ
ンや十字キーからなり、表示部１６には画像が表示される。また、印刷制御部１７は印刷
動作を制御し、カウンタ１８は時間の計測等の数値制御を行う。そして、印刷装置１は、
外部通信Ｉ／Ｆ１９によってコンピュータ装置２等の他のデバイスに接続される。尚、本
実施の形態では、画像や文字からなる情報の内容を含む画像データから、印刷に必要な印
刷データへの展開を、印刷装置１において行っている。しかし、印刷装置１では、印刷に
必要なデータの形式で画像データを受信し、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０を形
成するための印刷データのみを作成する構成としてもよい。
【００２８】
　次に、ＲＡＭ１２について説明する。図１に示すように、ＲＡＭ１２には、受信画像デ
ータ記憶エリア１２１、及び作成印刷データ記憶エリア１２２が少なくとも設けられてい
る。受信画像データ記憶エリア１２１には、コンピュータ装置２等の他のデバイスから受
信した画像データが一時的に記憶される。また、作成印刷データ記憶エリア１２２には、
受信した画像データに基づいて作成された印刷データが記憶される。
【００２９】
　次いで、ＲＡＭ１２の受信画像データ記憶エリア１２１の詳細について説明する。先述
したように、本実施の形態の印刷装置１が他のデバイスから受信する画像データには、画
像や文字からなる情報の内容に加えて、送信元のデバイスを識別するＩＤ、印刷枚数、用
紙サイズ、及び情報の内容が機密情報であるか否かを示すデータが含まれている。そして
、図２に示すように、ＲＡＭ１２の受信画像データ記憶エリア１２１には、送信元ＩＤ記
憶エリア１２１１と、内容記憶エリア１２１２と、印刷枚数記憶エリア１２１３と、用紙
サイズ記憶エリア１２１４と、機密性記憶エリア１２１５とが設けられている。送信元Ｉ
Ｄ記憶エリア１２１１には、送信元のデバイスを識別するＩＤが記憶され、内容記憶エリ
ア１２１２には、画像や文字からなる情報の内容が記憶される。また、印刷枚数記憶エリ
ア１２１３には印刷枚数が記憶され、用紙サイズ記憶エリア１２１４には用紙サイズが記
憶される。また、機密性記憶エリア１２１５には、画像や文字からなる情報の内容が機密
情報であるか否かが記憶される。図２に示す例では、画像データの送信元であるデバイス
のＩＤが「ｇ７ｈ８」であり、印刷枚数が２０枚であり、用紙サイズがＡ４サイズである
ことを示している。また、機密性記憶エリア１２１５には、受信した画像データに含まれ
る情報が機密情報であることを示す「１」が記憶されている。
【００３０】
　次に、ＨＤＤ１３について説明する。図１に示すように、ＨＤＤ１３には、管理図形パ
ターンデータ記憶エリア１３１が少なくとも設けられている。図３に示すように、管理図
形パターンデータ記憶エリア１３１には、印刷用紙に印刷された情報の管理を可能とする
ための管理図形３０（図４参照）のパターン（以下、「管理図形パターン」という。）が
、画像データの送信元及び印刷日時に対応付けられて記憶されている。詳細には、管理図
形パターンとして、送信元のデバイスを識別する送信元ＩＤと、印刷日時と、印刷枚数「
Ｐ」と、管理図形を作成する際に用いられた値「Ｘ，Ｙ，Ｚ」と、管理図形３０の線幅「
Ｄ」と、１ページ目における管理図形３０の構成部分３１（図４参照）の印刷位置を示す
座標と、最終ページにおける構成部分３２（図４参照）の印刷位置を示す座標とが記憶さ
れる。
【００３１】
　次に、図４を参照して、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０について説明する。図
４は、第一端部集合面２３に管理図形３０が、第二端部集合面２４に抜き取り確認図形４
０が形成された印刷物２１の一例を示す図である。
【００３２】
　管理図形３０は、印刷物２１を構成する各印刷用紙に印刷された情報の管理を可能とす
るための図形である。本実施の形態では、複数の印刷用紙がページ順に重ねられることに
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より、表紙２２を正面側とした場合の右側面側である第一端部集合面２３に、管理図形３
０が直線上に形成される。この管理図形３０を形成するための印刷データは、印刷日時の
日、時、分によって決定される３つの値「Ｘ，Ｙ，Ｚ」及び印刷枚数に基づいて、印刷が
行われる毎に管理図形パターンが異なるように作成される。すなわち、管理図形３０は、
線幅Ｄ、１ページ目における構成部分３１の印刷位置、及び最終ページにおける構成部分
３２の印刷位置、印刷枚数Ｐによって決定される構成部分の数の少なくともいずれかが、
既に印刷された他の印刷物の管理図形と異なるように作成される。そして、管理図形パタ
ーンが、画像データの送信元及び印刷日時に対応付けられて、管理図形パターンデータ記
憶エリア１３１（図３参照）に記憶される。従って、印刷装置１に画像データを送信した
デバイスや印刷が実行された日時を、管理図形３０によって特定することができる。また
、各デバイスとデバイスの使用者とを関連付けて記憶することにより、印刷を実行させた
ユーザを特定することもできる。よって、印刷物２１に印刷されている情報の管理、すな
わち、印刷を実行させたユーザや印刷日時の管理を容易に行うことができる。
【００３３】
　抜き取り確認図形４０は、印刷用紙の抜き取りや紛失の確認を容易とするための図形で
ある。本実施の形態では、印刷済みの複数の印刷用紙がページ順に重ねられることにより
、表紙２２を正面側とした場合の平面側である第二端部集合面２４の対角線上に、抜き取
り確認図形４０が形成される。この抜き取り確認図形４０を構成する各印刷用紙の構成部
分は、左側の端部が前のページの構成部分の右側の端部と一致し、且つ右側の端部が次の
ページの構成部分の左側の端部と一致する位置に印刷される。さらに、各構成部分の左右
方向の幅は全て等しい。これにより、複数の印刷用紙の一部が抜き取られていたり、紛失
されていたり、ページ順に重ねられていなかったりすると、抜き取り確認図形４０の構成
部分の端同士が一致しなくなる。また、印刷物２１がコピーによって複製された場合には
、構成部分の印刷位置まで正確にコピーを行うことが不可能であるため、抜き取り確認図
形４０が対角線上に真っ直ぐに形成されなくなる。従って、印刷用紙の抜き取り、紛失、
ページ順の間違い、コピーによる複製等の確認を、抜き取り確認図形４０によって容易に
行うことができる。
【００３４】
　次に、上記のように構成された印刷装置１の動作について、図５乃至図７を参照して説
明する。図５は、印刷装置１で行われるメイン処理のフローチャートであり、図６は、メ
イン処理で実行される管理図形データ作成処理のフローチャートであり、図７は、メイン
処理で実行される抜き取り確認図形データ作成処理のフローチャートである。印刷装置１
では、電源が投入されるとＲＯＭ１１に記憶されているプログラムがＲＡＭ１２に読み出
されて起動され、図５に示すメイン処理がＣＰＵ１０により実行される。
【００３５】
　図５に示すように、メイン処理が開始されると、まず、画像データを受信したか否かが
判断される（Ｓ１）。本実施の形態の印刷装置１は、コンピュータ装置２（図１参照）や
、情報を表示する携帯型の端末等のデバイスに外部通信Ｉ／Ｆ１９（図１参照）を介して
接続されることで、画像データを受信することができる。受信していなければ（Ｓ１：Ｎ
Ｏ）、電源スイッチ１４の操作による電源ＯＦＦの指示が行われたか否かが判断される（
Ｓ１０）。
【００３６】
　一方で、他のデバイスから画像データを受信した場合には（Ｓ１：ＹＥＳ）、受信した
画像データがＲＡＭ１２の受信画像データ記憶エリア１２１（図２参照）に記憶される（
Ｓ２）。そして、受信画像データ記憶エリア１２１における機密性記憶エリア１２１５の
値により、受信した画像データが機密情報の画像データであるか否かが判断される（Ｓ３
）。機密情報でないことを示す「０」が記憶されており、受信した画像データが機密情報
の画像データでないと判断された場合には（Ｓ３：ＮＯ）、管理図形３０及び抜き取り確
認図形４０を形成するための印刷データは作成されずに、情報の内容を印刷するための印
刷データのみが作成されて（Ｓ８）、印刷処理が行われ（Ｓ９）、電源がＯＦＦとされた
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か否かの判断へ移行する（Ｓ１０）。
【００３７】
　また、機密情報であることを示す「１」が機密性記憶エリア１２１５に記憶されており
、受信した情報が機密情報であると判断された場合には（Ｓ３：ＹＥＳ）、印刷枚数が複
数であるか否かが判断される（Ｓ４）。本実施の形態の印刷装置では、複数の印刷用紙が
重ねられることによって形成される端部集合面２３，２４（図４参照）を利用して図形を
形成する。従って、受信画像データ記憶エリア１２１の印刷枚数記憶エリア１２１３に、
印刷枚数が１枚であることが記憶されている場合には（Ｓ４：ＮＯ）、情報の内容を印刷
するための印刷データのみがそのまま作成される（Ｓ８）。そして、受信した画像データ
が機密情報の画像データであり（Ｓ３：ＹＥＳ）、印刷枚数が複数であれば（Ｓ４：ＹＥ
Ｓ）、管理図形データ作成処理が行われる（Ｓ５）。
【００３８】
　図６に示すように、管理図形データ作成処理では、まず、カウンタ１８（図１参照）に
よって計時されている現在の日（Ａ）、時（Ｂ）、分（Ｃ）が読み出される（Ｓ１１）。
例えば、その時点での日時が１１月２５日の２０時５０分であれば、日を示す「２５」が
Ａとして、時を示す「２０」がＢとして、分を示す「５０」がＣとして読み出される。次
いで、印刷枚数記憶エリア１２１３（図２参照）から印刷枚数Ｐが読み出される（Ｓ１２
）。そして、用紙サイズ記憶エリア１２１４（図２参照）に記憶されている用紙サイズに
基づいて、印刷用紙の縦幅Ｈが読み出される（Ｓ１３）。詳細には、印刷用紙の縦幅Ｈ及
び横幅Ｌが、各用紙サイズに応じてＲＯＭ１１に記憶されており、ここでは、用紙サイズ
に応じた縦幅ＨがＲＯＭ１１から読み出されることとなる。
【００３９】
　次いで、印刷用紙の右上の端部を原点Ｏとし、下方を正とするｘ座標（図４参照）が設
定される（Ｓ１４）。このｘ座標の１単位当たりの長さは、用紙サイズに基づいて読み出
された縦幅Ｈによって変化し、「Ｈ／６０（ｍｍ）」とされる。従って、ｘ座標が６０で
ある位置は、印刷用紙の右下の端部となる。
【００４０】
　次いで、管理図形パターンを決定するための値であるＸ，Ｙ，Ｚの値が決定される。ま
ず、「３Ｎ＝Ａ」となるＮが存在するか否か、すなわち、既に読み出されているＡの値が
３の倍数であるか否かが判断される（Ｓ１５）。この条件を満たすＮが存在する場合には
（Ｓ１５：ＹＥＳ）、「Ｘ＝Ａ，Ｙ＝Ｂ，Ｚ＝Ｃ」とされて（Ｓ１６）、Ｓ２０の処理へ
移行する。また、「３Ｎ＝Ａ」となるＮが存在しない場合には（Ｓ１５：ＮＯ）、「３Ｎ
＝Ａ－１」となるＮが存在するか否かが判断され（Ｓ１７）、存在する場合には（Ｓ１７
：ＹＥＳ）、「Ｘ＝Ｂ，Ｙ＝Ｃ，Ｚ＝Ａ」とされて（Ｓ１８）、Ｓ２０の処理へ移行する
。また、「３Ｎ＝Ａ－１」となるＮが存在しない場合には（Ｓ１７：ＮＯ）、「Ｘ＝Ｃ，
Ｙ＝Ａ，Ｚ＝Ｂ」とされて（Ｓ１９）、Ｓ２０の処理へ移行する。
【００４１】
　次いで、管理図形パターンを決定する各種処理が行われる。まず、管理図形３０を形成
する各構成部分のｘ座標方向の幅である線幅Ｄが、「Ｄ＝０．１Ｘ（ｍｍ）」により求め
られる（Ｓ２０）。そして、ｐページ目（１≦ｐ≦Ｐ）における管理図形３０の構成部分
の中心の座標ｘが、「ｘ＝{（Ｚ－Ｙ）（ｐ－１）／（Ｐ－１）}＋Ｙ」により求められる
（Ｓ２１）。従って、管理図形３０の構成部分の中心座標ｘは、１ページ目では「ｘ＝Ｙ
」となり、最終ページであるＰページ目では「ｘ＝Ｚ」となる。また、ページ数が１ペー
ジ進む毎に一定量だけｘの値が変化するため、第一端部集合面２３（図４参照）には、管
理図形３０が直線上に形成されることとなる。
【００４２】
　次いで、管理図形パターンの重複を避けるための処理が行われる。まず、ＨＤＤ１３の
管理図形パターンデータ記憶エリア１３１（図３参照）に記憶されている、既に印刷デー
タの作成が行われた機密情報についての管理図形パターンが読み出される（Ｓ２２）。そ
して、読み出された管理図形パターンの中に同じパターンがあるか否かが判断される（Ｓ
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２３）。詳細には、線幅Ｄと、１ページ目における管理図形の構成部分の座標と、最終ペ
ージにおける管理図形の構成部分の座標と、印刷枚数とが比較されて、全てが同じ値とな
っていれば、同じパターンが存在していると判断される。そして、同じパターンがあった
場合には（Ｓ２３：ＹＥＳ）、線幅Ｄの値に０．１が追加されて（Ｓ２４）、Ｓ２３の判
断へ戻る。同じパターンが無い場合には（Ｓ２３：ＮＯ）、そのままメイン処理に戻る。
【００４３】
　次いで、図５の説明に戻り、管理図形データ作成処理（Ｓ５）が終了すると、作成され
た管理図形データが、送信元のデバイス及び印刷日時に関連付けられて、管理図形パター
ンデータ記憶エリア１３１に記憶される（Ｓ６）。そして、抜き取り確認図形データ作成
処理が行われる（Ｓ７）。
【００４４】
　図７に示すように、抜き取り確認図形データ作成処理では、まず、印刷枚数記憶エリア
１２１３（図２参照）から印刷枚数Ｐが読み出されて（Ｓ３１）、印刷用紙の横幅Ｌが用
紙サイズに基づいて読み出される（Ｓ３２）。そして、印刷用紙の左上の端部を原点Ｏ´
とし、右方を正とするｙ座標（図８参照）が設定される（Ｓ３３）。このｙ座標の１単位
当たりの長さは横幅Ｌによって変化し、「Ｌ／Ｐ（ｍｍ）」とされる。
【００４５】
　次いで、抜き取り確認図形４０の印刷位置や幅等を決定するための各種処理が行われる
。まず、抜き取り確認図形４０を形成する各構成部分のｙ座標方向の幅である線幅Ｋが、
「Ｋ＝Ｌ／Ｐ（ｍｍ）」により求められる（Ｓ３４）。すなわち、抜き取り確認図形４０
の構成部分の線幅Ｋは、ｙ座標の１単位当たりの長さに等しい。そして、ｐページ目にお
ける抜き取り確認図形４０の構成部分の左端の座標ｙが、「ｙ＝ｐ－１」により求められ
て（Ｓ３５）、メイン処理に戻る。従って、抜き取り確認図形４０の構成部分の左端の座
標ｙは、１ページ目では「ｙ＝０」となり、最終ページであるＰページ目では「ｙ＝Ｐ－
１」となる。また、ページ数が１ページ進む毎に１座標分だけｙの値が変化し、各構成部
分のｙ座標方向の線幅Ｋは１座標分の長さに等しい。よって、１ページ目の構成部分は印
刷用紙の左上の端部に掛かり、最終ページの構成部分は印刷用紙の右上の端部に掛かる。
さらに、第二端部集合面２４（図４参照）には、抜き取り確認図形４０が対角線上に形成
されることとなる。
【００４６】
　次いで、図５の説明に戻り、抜き取り確認図形データ作成処理（Ｓ７）が終了すると、
印刷データが作成されて、作成された印刷データがＲＡＭ１２の作成印刷データ記憶エリ
ア１２２に記憶される（Ｓ８）。ここで、管理図形データ及び抜き取り確認図形データが
作成されている場合には、画像データに含まれている情報の内容と共に、各印刷用紙の端
部に図形の構成部分を印刷する印刷データが作成される。尚、管理図形３０及び抜き取り
確認図形４０の構成部分の、端部に垂直な方向の幅は、あらかじめ特定の値に定められて
いる。そして、作成された印刷データに基づいて印刷用紙への印刷が行われて（Ｓ９）、
電源がＯＦＦとされたか否かが判断される（Ｓ１０）。電源がＯＦＦとされていなければ
（Ｓ１０：ＮＯ）、Ｓ１の判断へ戻り、電源がＯＦＦとされた場合には（Ｓ１０：ＹＥＳ
）、メイン処理を終了する。
【００４７】
　次に、印刷物の端部集合面に形成される管理図形及び抜き取り確認図形について説明す
る。図８は、印刷物６１を構成する５枚の印刷用紙６２を並べた図であり、図９は、図８
に示す印刷用紙６２をページ順に重ねた場合の第二端部集合面６４を示す図である。
【００４８】
　まず、図２乃至図４を参照して、管理図形３０について説明する。図４に示す例では、
図２に示す例の画像データから、図３に示す「印刷４」の管理図形パターンが作成されて
形成された管理図形３０を示しており、管理図形パターンの作成は、先述した管理図形デ
ータ作成処理（図６参照）にて行われる。まず、印刷日時が１１月２５日の２０時５０分
であるため、「Ａ＝２５，Ｂ＝２０，Ｃ＝５０」とされ、印刷枚数「Ｐ＝２０」、Ａ４サ
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イズの印刷用紙の縦幅「Ｈ＝２９７」が読み出されて、印刷用紙右端にｘ座標が設定され
る。次いで、Ａの値が「３Ｎ＝Ａ－１」を満たすため、「Ｘ＝Ｂ＝２０，Ｙ＝Ｃ＝５０，
Ｚ＝Ａ＝２５」とされて、線幅「Ｄ＝２（ｍｍ）」が算出される。そして、ｐページ目に
おける管理図形３０の構成部分の中心座標ｘが、「ｘ＝－２５（ｐ－１）／１９＋５０」
によりページ毎に求められる。この結果、１ページ目における管理図形３０の構成部分の
座標は５０、最終ページにおける構成部分の座標は２５となる。
【００４９】
　次いで、管理図形パターンの重複を避けるための処理が行われる。作成された管理図形
パターンは、既に印刷データの作成が行われた「印刷３」（図３参照）の管理図形パター
ンと、線幅Ｄ、１ページ目の構成部分の座標、最終ページの構成部分の座標、及び印刷枚
数の全てが一致している。従って、線幅Ｄに０．１が加算されて「Ｄ＝２．１（ｍｍ）と
され、「印刷３」のパターンとは異なる管理図形パターンが作成される。そして、この管
理図形パターンに基づいて印刷データが作成され、印刷が行われる。
【００５０】
　すると、図４に示すように、印刷済みの印刷用紙がページ順に重ねられることにより、
各印刷用紙の右端が集合して形成される第一端部集合面２３に固有の管理図形３０が形成
される。この管理図形３０を構成する各構成要素のｘ座標方向の幅は、２．１ｍｍで一定
である。また、表紙２２の構成要素３１の中心は、ｘ座標の値が５０であり、ｘ座標の１
単位当たりの長さが「２９７／６０（ｍｍ）」であるため、右上の端部から「５０×２９
７／６０（ｍｍ）」だけ下方となる。また、最終ページの構成要素３２の中心は、ｘ座標
の値が２５であるため、右上の端部から「２５×２９７／６０（ｍｍ）」となる。
【００５１】
　次に、図８及び図９を参照して、抜き取り確認図形について説明する。ここでは、説明
を簡略化するため、横幅Ｌが１２０ｍｍである５枚の印刷用紙６２によって構成される印
刷物６１を例に挙げ、この印刷物６１の第二端部集合面６４に形成される抜き取り確認図
形６０について説明する。抜き取り確認図形パターンの作成は、先述した抜き取り確認図
形データ作成処理（図７参照）にて行われる。まず、印刷枚数「Ｐ＝５」、及び印刷用紙
の横幅「Ｌ＝１２０」が読み出されて、印刷用紙上端にｙ座標が設定される。次いで、各
構成部分のｙ座標方向の線幅「Ｋ＝１２０／５＝２４（ｍｍ）」が算出される。そして、
ｐページ目における抜き取り確認図形６０の構成部分の左端の座標ｙが、「ｙ＝ｐ－１」
によりページ毎に求められる。
【００５２】
　すると、図８に示すように、１枚目（図８における紙面手前側）の印刷用紙６２には左
上の端部から、２枚目には左上端部から１座標分（２４ｍｍ）だけ右方を自身の左端とし
て、それぞれｙ座標方向の幅が２４ｍｍの構成部分６３が印刷される。同様に、３枚目に
は左上端部から２座標分だけ右方、４枚目には左上端部から３座標分だけ右方、５枚目に
は左上端部から４座標分だけ右方を自身の左端として構成部分６３がそれぞれ印刷される
。よって、１枚目の抜き取り確認図形６０の構成部分６３は印刷用紙の左上端部に、最終
ページの構成部分６３は印刷用紙の右上端部に掛かることになる。
【００５３】
　そして、図９に示すように、印刷が行われた印刷用紙６２がページ順に重ねられると、
２～５ページ目の構成部分６３の左端は、前のページの構成部分６３の右端と一致する。
また、１～４ページ目の構成部分６３の右端は、次のページの構成部分６３の左端と一致
する。そして、抜き取り確認図形６０は、第二端部集合面６４の対角線上に形成されるこ
ととなる。
【００５４】
　以上説明したように、本実施の形態の印刷装置１によれば、印刷用紙の端部が集合して
形成される端部集合面２３，２４，６４に所定の図形が形成されるように、それぞれの印
刷用紙の端部に所定の図形の構成部分を印刷する印刷データを作成することができる。ユ
ーザは、この図形が不備なく形成されていることを確認することで、機密情報の一部の抜
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き取り、紛失、不正なコピー等の確認を容易に行うことができる。さらに、印刷装置１へ
画像データを送信したデバイスや印刷時間等と図形とを対応付けることで、画像データに
含まれている機密情報の管理を行うこともできる。
【００５５】
　詳細には、印刷データが作成される毎に、線幅Ｄや構成部分の印刷位置等が異なる固有
の管理図形３０が形成されるように印刷データを作成し、機密情報の印刷が行われた時間
や印刷指示を行ったデバイスに関連付けて管理図形パターンを記憶する。これにより、管
理図形３０を用いた機密情報の管理を行うことができる。
【００５６】
　また、印刷装置１では抜き取り確認図形４０，６０を形成するための印刷データを作成
することができる。この抜き取り確認図形４０，６０の構成部分は、隣り合うページの構
成部分の端と一致する位置に印刷されると共に、第二端部集合面２４，６４の対角線上に
抜き取り確認図形４０，６０が形成される。従って、印刷用紙の一部が抜き取られていた
り、紛失されていたり、ページ順に重ねられていなかったりすると、抜き取り確認図形４
０，６０の構成部分の端同士が一致しなくなるため、印刷用紙の抜き取り等を容易に確認
することが可能となる。また、第二端部集合面２４，６４の角に抜き取り確認図形４０，
６０が掛かっていることを確認するだけで、最初のページ及び最後のページの抜けがない
ことを確認することができる。そして、印刷装置１に送信された画像データが機密情報に
関するデータである場合のみ、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０，６０を形成する
印刷データを作成することができる。よって、必要がある場合のみ、これらの図形を端部
集合面２３，２４，６４に形成させることができる。
【００５７】
　尚、上記実施の形態において、図５に示すＳ１で他のデバイスから外部通信Ｉ／Ｆ１９
を介して画像データを受信するＣＰＵ１０が「画像データ取得手段」として機能する。ま
た、図５のＳ４で印刷枚数が複数であるか否かを判断するＣＰＵ１０が「印刷枚数判断手
段」として機能し、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０が「所定の図形」に相当する
。また、図５のＳ５～Ｓ８で、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０の構成部分を印刷
する印刷データを作成するＣＰＵ１０が「印刷データ作成手段」として機能する。
【００５８】
　また、図７に示す抜き取り確認図形データ作成処理、及び図５のＳ８で、抜き取り確認
図形４０，６０の構成部分を印刷する印刷データを作成するＣＰＵ１０が「抜き取り確認
図形データ作成手段」として機能する。また、図７のＳ３４で、抜き取り確認図形４０，
６０の構成部分の線幅Ｋを算出するＣＰＵ１０が「構成部分幅算出手段」として機能する
。また、図６に示す管理図形データ作成処理、及び図５のＳ８で、管理図形３０の構成部
分を印刷する印刷データを作成するＣＰＵ１０が「管理図形データ作成手段」として機能
し、図３に示すＨＤＤ１３の管理図形パターンデータ記憶エリア１３１が「管理図形パタ
ーン記憶手段」に相当する。また、図５のＳ３で、画像データが機密情報に関する画像デ
ータであるか否かを判断するＣＰＵ１０が「機密情報判断手段」として機能する。また、
印刷制御部１７が「印刷手段」に相当する。
【００５９】
　尚、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲内において種々の変更が可能であることは勿論である。まず、本実施の形態の管理図形
３０及び抜き取り確認図形４０，６０は、いずれも端部集合面２３，２４，６４において
直線のように見える図形であるが、これらの図形は直線である必要はない。例えば、円形
、多角形、キャラクタの絵、バーコード等、他の図形を管理図形３０及び抜き取り確認図
形４０，６０として印刷させることも可能である。
【００６０】
　また、本実施の形態では管理図形３０及び抜き取り確認図形４０，６０の２種類の図形
を形成する印刷データを作成しているが、いずれか一方のみを形成する印刷データを作成
してもよい。例えば、図５に示すＳ３の判断で機密情報の画像データでないと判断された
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場合には、管理図形データを作成せずに、抜き取り確認図形データのみを作成することも
可能である。また、本実施の形態では、受信したデータが機密情報の画像データである場
合のみ、管理図形３０及び抜き取り確認図形４０，６０を形成する印刷データを作成して
いるが、機密情報の画像データでない場合にもこれらの図形を形成させる構成としてもよ
い。
【００６１】
　また、ＨＤＤ１３の管理図形パターンデータ記憶エリアで１３１（図３参照）では、送
信元ＩＤ、日時、印刷枚数、線幅Ｄ、１ページ目における管理図形３０の構成部分の座標
、最終ページにおける構成部分の座標が記憶されている。そして、これらの値が比較され
ることにより、同一の管理図形データ３０の重複を避けているが、管理図形パターンとし
て記憶される値は変更が可能である。例えば、印刷枚数を記憶しなくても本発明は実現で
きるし、送信元ＩＤの代わりに送信元のデバイスを使用しているユーザ名を記憶してもよ
い。また、カラー印刷を行うことが可能な印刷装置を使用し、管理図形３０の構成部分の
色を変化させて、この色を管理図形パターンとして記憶してもよい。
【００６２】
　また、本実施の形態では、印刷装置１において印刷データを作成している。しかし、本
実施の形態において説明した図形を構成するための印刷データを、画像や文字等の情報を
表示する携帯型の端末や、文書や画像を作成可能なコンピュータ装置等のデバイスにおい
て作成し、作成された印刷データを印刷装置へ送信する構成としてもよい。すなわち、本
発明に係る「印刷データ作成装置」は、印刷を行う印刷装置に限られず、他の様々な装置
として実現することができる。また、本実施の形態では、他のデバイスから画像データを
受信した場合に（Ｓ１：ＹＥＳ、図５参照）、印刷データを作成する処理を行っている。
しかし、画像データをあらかじめ記憶しておき、記憶されている画像データの印刷指示が
入力された場合に、その画像データについての印刷データを作成する構成としてもよい。
【００６３】
　また、本実施の形態では、各印刷用紙の端部、すなわち、印刷用紙の縁に図形の構成部
分を印刷することで、端部集合面に管理図形３０及び抜き取り確認図形４０，６０を形成
する。従って、印刷用紙に縁を形成しない印刷処理である、所謂縁なし印刷を実行する必
要がある。そこで、印刷データの作成が行われる前に（例えば、図５に示すＳ２とＳ３と
の間）、縁なし印刷を実行できるか否かを判断してもよい。この場合、縁なし印刷を実行
できないと判断されれば、図形の構成部分を印刷させる印刷データを作成せずに、画像デ
ータの内容のみを印刷させる印刷データを作成すればよい（Ｓ８、図５参照）。また、縁
なし印刷を実行できない場合に、印刷データの作成自体を行わないように設定してもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本実施の形態の印刷装置１のハードウェアブロック図である。
【図２】ＲＡＭ１２の受信画像データ記憶エリア１２１の構成を示す模式図である。
【図３】ＨＤＤ１３の管理図形パターン記憶エリア１３１の構成を示す模式図である。
【図４】第一端部集合面２３に管理図形３０が、第二端部集合面２４に抜き取り確認図形
４０が形成された印刷物２１の一例を示す図である。
【図５】印刷装置１で行われるメイン処理のフローチャートである。
【図６】メイン処理で実行される管理図形データ作成処理のフローチャートである。
【図７】メイン処理で実行される抜き取り確認図形データ作成処理のフローチャートであ
る。
【図８】印刷物６１を構成する５枚の印刷用紙６２を並べた図である。
【図９】図８に示す５枚の印刷用紙６２をページ順に重ねた場合の第二端部集合面６４を
示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
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１　　印刷装置
１０　　ＣＰＵ
１１　　ＲＯＭ
１２　　ＲＡＭ
１３　　ＨＤＤ
１７　　印刷制御部
２３　　第一端部集合面
２４，６４　　第二端部集合面
３０　　管理図形
４０，６０　　抜き取り確認図形
６１　　印刷物
６２　　印刷用紙
６３　　構成部分
１２１　　受信画像データ記憶エリア
１３１　　管理図形パターンデータ記憶エリア

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(18) JP 4973535 B2 2012.7.11

【図７】 【図８】

【図９】
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